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　住民票に旧姓を併記するための請求手続きが必要になります。住民票に旧姓が併記されると、
マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。

　可能です。そのうえでマイナンバー
カードを申請することで、旧姓が併記
されたカードが交付され、証明に使え
ます。
　なお、すでにマイナンバーカードを
お持ちの方は、追記欄に旧姓を追記す
ることになります。

　旧姓を初めて併記する場合には、本
人の戸籍謄本等に記載されている過
去の氏の中から１つを選んで併記する
ことができます（その際、マイナンバ
ーカードまたは通知カードを併せて提
出し、同時に併記する必要がありま
す）。
　なお、引越しで他の市町村に転入し
た場合、住民票等に併記されている旧
姓は引き継がれます。

　すでに住民票等に併記されている
旧姓は、氏が変わった場合でも引き続
き併記され続けますが、請求いただけ
れば氏の変更の直前に戸籍に記載さ
れていた氏への変更が可能です。

　旧姓を併記したい場合は、当該旧姓
の記載されている戸籍謄本等から現
在の氏が記載されている戸籍に至る
すべての戸籍謄本等が必要となります。

現在、マイナンバーカードを持っていません
が、旧姓を併記する手続きはできますか。

旧姓としては、
どのようなものを併記できますか。

結婚して氏が変わったのですが、すで
に住民票等に併記されている旧姓は
どうなるのでしょうか。
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